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くみあいニュース山口大学教職員組合（2020年３月 27日 Friday） 

第 216号（2018 年度-第 24号）／電話：083-933-5034・メール：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

 

人給マネジメント改革にもとづく業績評価結果の 

給与への反映方法について申し入れました（3/5） 
組合は、これまでの交渉経過と、２月６日に提示された「勤勉手当標準支給率の引き下げ・大学院手当支給

基準厳格化を原資とする（月給制）」との改定案、および２月１８日に開催された第一回全学説明会の場での

質疑等も踏まえて、３月５日（木）に申し入れ書を提出しました。（３頁に掲載） 

 

評価結果の給与への反映試行を踏まえて問題点の見直しを 

申し入れは、「当面」とした上で、「①月給制における評価区分Ｃと評価区分Ｂの勤勉手当成績率の変動幅を

縮小すること。具体的には、Ｃの成績率 0.645の引き上げ、もしくはＣとＢの間に１区分追加する等して、「標

準」であるＢより下位の評価となった場合の減額分を縮小すること。②新年俸制における評価反映額の評価区

分ごとの率・額の設定の見直しを行うこと。具体的には、Ｓ及びＳＳの評価反映額をそれぞれ縮小すること。

③新たな大学院手当支給基準による、主任指導者への手当支給の際、「主として実質的に学生に対する研究指

導を行う者」との定めが実質的に運用され、「形式上の主任指導者」ではなく、真に実質的に大学院生を指導

している者が手当受給者となるよう、より明確な表記とすること。」の３点を「要望」したうえで、「④新年俸

制にあっては１年間、月給制にあっては 2 年間、事実上の「試行期間」が設定されているが、それぞれ、「試

行結果」を踏まえて、当組合との協議を前提として制度の再検証を行うこと。」として、事実上

の試行期間となる 2020 年度（R２年度）・2021 年度（R３年度）の給与への反映結果を踏まえ

て改善すべきところは改善することを求めています。 

 

申し入れへの学長名回答届く（3/11付） 
・組合の申し入れを受け、試行結果を踏まえて制度の再検証を行う 

・実質的な大学院生指導者が手当受給者となるよう通知する 

 

 ３月１１日付け申し入れに対する学長名回答書（２頁に掲載）が届き、３月１２日（木）

午後に福岡人事課副課長・西村総務企画係長から具体的な説明がありました。 

 回答では、申し入れの３．の「真に実質的に大学院生を指導している者が手当受給者とな

るよう、より明確な表記とすること」に対して、「その趣旨の徹底及び手続方法等文書により

遺漏のないよう通知致します。」として、申し入れを受けた対応をとることが示されました。 

 また、申し入れの４．の「『試行結果』を踏まえて、当組合との協議を前提として制度の再検証を行うこと」

に対しては、「業績評価結果が適当に給与へ反映される可能性があるか等検証を行い、改善の必要がある場合

は貴職の意見を伺いつつ検討いたします。」と回答され、今後の協議事項とする姿勢が示されました。 

 組合はこの回答では成績率（月給制）・評価反映額（新年俸制）の変動幅の是非についても今後の協議事

項とすることが明確でないため、書記長名で人事課長に文書での確認を求め（３月 17日：４頁参照）、課長

名の回答（３月 24日：４頁参照）を得ました。 

全教職員配布 
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